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宿泊補助をします 

 

友好都市 金山町に行こう！ 
 

鴻巣市里山ふれあい交流促進事業補助金のご案内 

福島県金山町と鴻巣市は友好都市を締結しています。 

金山町と鴻巣市の人々との友好及び交流の促進を図るため、金山町の 

宿泊施設を利用した方に対して宿泊費の一部を補助します。 

＊対象者 

 宿泊施設を利用した日において市内に住所を有している方 

＊1泊あたりの補助金額 

 大人（中学生以上） 2,000円 

 小人（小学生）   1,500円 

 幼児        1,000円 ※注 

   （ ※注 食事及び寝具の提供を受けた場合に補助の対象となります。） 

＊申請に必要な書類 

 ①鴻巣市里山ふれあい交流促進事業補助金交付申請書（様式第１号） 

 ②利用者名簿（様式第２号） 

 ③金山町の施設に宿泊した事が分かる領収書 

①・②は鴻巣市ホームページからダウンロードまたは 

       自治振興課窓口にて配布しております。 

＊その他                     

 申請は１年度あたり１人１回までとし、 

連続して宿泊した２泊を限度とします。 

鴻巣市役所自治振興課 電話：０４８－５４１－１３２１ 

                 内線：３１１３ 

 


